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第 ８ 回 第 １ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２５年 ８月２１日（水）午前１０時００分 

 

場      所  津市安濃庁舎 ２階 会議室１・２ 

 

出 席 部 会 委 員  2 太田 義政・ 3  森 恒利・ 5 青木 正司 ・ 6 赤塚 薫 

 

7 伊藤 征一・ 9 大田 武士・10 奥山 勘五郎・13 丹羽 芳久 

 

14 前田 紀男・15 杉谷 正美・16 田中 茂人 ・20 中川 文博 

 

22 中林 長一・23 平井 秀次・48 前川 正次 

 

以上１５名 

 

欠 席 委 員   1 池田 長義 ・ 43 後藤 勝 

 

出席部会員外委員  会長 守山 孝之 

 

議      長  第１農地部会長 伊藤 征一 

 

事 務 局 職 員  飯田事務局長・鈴村次長・竹田主査 

 

総 合 支 所   河芸：服部主査 美里：谷川主査 安濃：紀平担当副主幹 

 

          芸濃：後藤副主幹 香良洲：東山主査  

 

議 事 録 署 名 者  2 太田 義政・48 前川 正次 

 

 

事      項 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 
 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 
 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 
 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権移転） 
 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出受理取消願について（所有権移

転） 
 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借権） 
 

報告第７号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸借） 
 

報告第８号 時効取得による所有権の移転について 
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議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有権移転） 

 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可） 

 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・所有

権移転） 

 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員会許可・賃貸

借権） 

 

議案第５号 非農地証明願について 

 

議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定に

ついて（別冊） 

 

議議議議            事事事事            のののの            大大大大            要要要要    

 

 

議  長   それでは、第８回第１農地部会を開催させていただきます。本日の欠席は２

名、出席委員は１５名です。それでは、議事録署名者を私の方から指名させて

いただきます。２番 太田 委員、４８番 前川  委員、よろしくお願いいた

します。まず始めに、会長の専決等の報告事項にはいります。報告第１号から

第８号まで、事務局から一括して報告をお願いします。 

 

事 務 局   議案書の１ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１及び２で、件数は２件、合計面積３，０１８㎡で、その内訳は、田が

２，８４８㎡、畑が１７０㎡でございます。 

これらにつきましては、農用地利用権設定を、貸し人、借り人の双方の合意

に基づき解約したものであります。 

次に２ページから６ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、でござい

ます。 

これらにつきましては、相続の届出によるものでございまして、６ページに

ありますように、件数は７件、合計面積は４１，６０５㎡で、その内訳は、田

が２９，９５０㎡、畑が１１，６５５㎡でございます。 

なお、番号１ 神戸地区     さん及び番号５ 黒田地区     さ

んからあっせん希望がございます。 

地元委員さんをはじめ委員の皆さんで、受け手の情報がございましたらあっ

せんを宜しくお願いいたします。 

続いて、７ページをお願いいたします。 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について、でござ

います。 

番号１は、倉庫用地、番号２は、事務所、アパート、物置、駐車場用地でご
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ざいます。 

以上件数は２件、合計面積は１，０８５㎡で、すべて田でございます。 

８ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１は、資材置場用地、番号２は、長屋住宅用地、番号３は、デイサービ

ス施設用地、番号４は、一般個人住宅用地、番号５は、駐車場用地、番号６は、

一般個人住宅用地、番号７は、駐車場用地でございます。 

以上件数は７件、合計面積は２，８５１．５㎡で、その内訳は、田が６６６

㎡、畑が２，１８５．５㎡でございます。 

９ページをお願いいたします。 

報告第５号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出受理取消願につい

て（所有権移転）でございます。 

番号１で、平成２５年３月２６日付けで届出を受理した案件でございますが、

契約内容に錯誤があり、売買契約を無効にして所有権移転登記を抹消されると

のことです。 

１０ページをお願いいたします。 

報告第６号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（賃貸借

権）でございます。 

番号１、資材置場用地の１件で、面積は、畑で５８８㎡でございます。 

続いて、１１ページをお願いいたします。 

報告第７号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（使用貸

借）でございます。 

番号１、一般個人住宅用地の１件で、面積は、田で３０８．９３㎡でござい

ます。 

１２ページをお願いいたします。 

報告第８号 時効取得による所有権の移転について、でございます。 

番号１、これにつきましては、平成４年１２月２５日より、権利者である 

    が畑として利用しており、２０年以上前から、所有の意思をもって平

穏・公然に占有することによって、取得時効が完成していると判断されるもの

であります。面積は、畑で６３１㎡でございます。 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局より説明があった通りでございます。議案

事項に入ります。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（農業委員会許

可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 一身田、受け人     、面積２９，４３８㎡、渡し人   、

面積１，９８３㎡、申請地 一身田平野志登茂    、台帳地目・現況地と

も田、面積９９１㎡ 外２筆で、合計面積１，９８３㎡です。 

これにつきましては、渡人の住所が遠方のため離農することから、受人は、
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申請地を譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号２、地区 神戸、受け人     、面積５９，４２２㎡、渡し人   、

面積９，１９２㎡、申請地 野田一八    、台帳地目・現況地目とも田、

面積１，１０５㎡。 

これにつきましては、渡人の住所が遠方のため耕作が不便であることから、

受人は申請地を譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号３、地区 大里、受け人     、面積７，０３２㎡、渡し人     、

面積８２０㎡、申請地 大里山室町西川原    、台帳地目・現況地目とも

畑、面積５．０９㎡。 

これにつきましては、受人は、相手方の要望により、自作地を交換しようと

するものです。なお、交換する受人所有の土地につきましては、農地法第５条

による許可申請が提出されております。 

番号４、地区 豊津、受け人     、面積７，９２０㎡、渡し人 

    外１名、面積４６２㎡、申請地 河芸町影重丸林    、台帳地目・

現況地目とも畑、面積４６２㎡。 

これにつきましては、渡人の住所が遠方のため離農することから、受人は、

渡人からの要望により、申請地を譲り受けようとするものです。 

番号５、地区 高宮、受け人     、面積１１，３２３㎡、渡し人    、

面積３，１１１㎡、申請地 美里町五百野中之郷    、台帳地目・現況地

目とも畑、面積６１１㎡。 

これにつきましては、渡人の住所が遠方のため耕作が不便であることから、

受人は、申請地を譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号６、地区 草生、受け人     、面積７３８，７４７．４８㎡、渡

し人     、面積３，０５０．９１㎡、申請地 安濃町安部上津見    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積１５６㎡。 

これにつきましては、渡人の住所が遠方のため耕作が不便であることから、

受人は、申請地を譲り受け、営農を拡大しようとするものです。 

番号７、地区 香良洲、受け人     、面積４，５９７㎡、渡し人    、

面積１，０５２㎡、申請地 香良洲町北浦    、台帳地目・現況地目とも

田、面積２５８㎡ 外１筆で合計面積１，０５２㎡。 

これにつきましては、渡人の住所が遠方のため離農することから、受人は、

渡人からの要望により、申請地を譲り受けようとするものです。 

以上件数は７件、合計面積は５，３７４．０９㎡で、その内訳は田     

４，１４０㎡、畑１，２３４．０９㎡でございます。 

いずれの案件も、農業をまじめに行い農機具も保有しており、周辺の農地に

影響もなく農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを

満たしていると考えます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員

さんのご意見をお伺いいたします。１番、一身田。 

 

青木委員   ５番 青木です。譲受人は、沢山田んぼも作っており、機械も持っているの

で、何ら問題はありませんので、よろしくお願いします。 
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議  長   ２番、神戸。 

 

事 務 局   池田委員は今日ご欠席ですけど、事前に連絡をいただいておりまして、問題

ないという事でございました。 

 

議  長   そういう事でございます。３番、私でございます。土地を融通し合いすると

いう事で、何ら問題はなかろうということで、よろしくお願いいたします。そ

れでは、４番、豊津。 

 

丹羽委員   １３番 丹羽です。２人の方が、遠方で離農という事で、問題ないかと思い

ます。皆さん、よろしくお願いします。 

 

議  長   ５番、高宮。 

 

中川委員   ２０番 中川です。事務局の説明通り、何ら問題ありませんので、よろしく

お願いします。 

 

議  長   ６番、草生。 

 

平井委員   ２３番 平井です。譲渡人は高齢で、東京へ引っ越しされ、耕作できません

ので、許可しても何ら問題はございませんので、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、７番、香良洲。 

 

事 務 局   後藤委員は欠席でございます。先ほどと同じように現地確認していただいて、

問題ないという連絡を後藤委員から受けておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員さんからは異議のない旨の発言がございま

した。皆さん、いかがでございましょう。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第１号については、

許可することに決定いたします。 

次に議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可）でございます。 

番号１、地区 片田、申請者     、申請地 片田井戸町里前    、

台帳地目・現況地目とも畑、面積３８０㎡です。 

これにつきましては、申請地を、太陽光発電施設用地とするものです。農地

区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 上野、申請者     、申請地 河芸町西千里風ヶ坂   、
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台帳地目・現況地目とも畑、面積２６７㎡ 外７筆で合計面積２，２６２㎡。 

これにつきましては、申請地を、太陽光発電施設用地とするものです。農地

区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 黒田、申請者     、申請地 河芸町高佐里南    、

台帳地目 田、現況地目 宅地、面積９２㎡。 

これにつきましては、住宅の庭として以前から利用しており、始末書の提出

がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判

断されます。 

番号４、地区 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本新町    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積２３㎡ 外２筆で合計面積１２４㎡。 

これにつきましては、申請地を長屋住宅用地とするものですが、以前から造

成され宅地化しており、始末書の提出がありますことから追認しようとするも

のです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区 椋本、申請者     、申請地 芸濃町椋本追上    、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積５０５㎡。 

これにつきましては、以前から物置用地及び居宅の庭として利用しており、

始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

以上件数は５件、合計面積は３，３６３㎡で、その内訳は田９２㎡、畑   

３，２７１㎡でございます。 

いずれの案件も農地法第４条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。それでは地元委員

さんのご意見をお伺いいたします。１番、片田。 

 

森 委員   ３番 森です。８月９日にグループの地元委員と事務局とで現地確認をしま

した。現状は休耕地でありまして、太陽光発電施設設置による周辺への影響は

ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、上野。 

 

前田委員   １４番 前田です。会長さん、部会長さん、事務局等来ていただきまして、

現地も見ていただきまして、何ら問題はありませんので、よろしくお願いいた

します。 

 

議  長   ３番、黒田。 

 

丹羽委員   １３番 丹羽です。相続した    さんという方が、申請地を売りたいと

いう事で、登記簿地目を調べたところ、現況宅地となっている一部が田である

ことが判明し、始末書を提出し庭用地に転用したいとの事でした。よろしくお

願いいたします。 

 

議  長   ４番、５番。 
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田中委員   １６番 田中です。家の屋敷畑でございまして、４番、５番共に、始末書の

提出がございましたので、何ら問題はないと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。 

 

議  長   それでは、地元委員さんからは意義のない旨の発言がございました。皆さん

いかがでございましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第２号については、

許可をすることに決定いたします。 

次に議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・所有権移転）事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １５ページから１６ページのほうをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・所有権移転）でございます。 

番号１、地区 白塚、受け人     、渡し人     、申請地 白塚

町北永定    、台帳地目・現況地目とも畑、面積８５㎡です。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、この後の番号２

及び番号３と一体で利用して、隣接するクリニックの駐車場用地とするもので

す。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 白塚、受け人     、渡し人     、申請地 白塚

町北永定    、台帳地目・現況地目とも田、面積９５㎡ 外１筆で合計面

積２００㎡。 

これにつきましても先ほどと同様、受人は、渡人より申請地を譲り受け、駐

車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区 白塚、受け人     、渡し人     、申請地 白塚

町北永定    、台帳地目・現況地目とも田、面積３３１㎡。 

これにつきましても先ほどと同様、駐車場用地とするものです。農地区分は、

第２種農地と判断されます。 

番号４、地区 大里、受け人     、渡し人     、申請地 大里

山室町西川原    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積４．２３㎡。 

これにつきましては、受人は、交換により渡人から申請地を譲り受け、住宅

への進入路用地とするものです。既に転用されており、始末書の提出がありま

すことから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

番号５、地区 高野尾、受け人     、渡し人   代表取締役   、

申請地 高野尾町大谷    、台帳地目 田、現況地目 雑種地、面積   

９０２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、駐車場として受

人が代表を務める    と使用貸借するものです。 

なお、申請地には既に敷き砂利がされており、始末書の提出がありますこと

から追認しようとするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号６、地区 椋本、受け人     代表取締役     、渡し人  
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    外２名、申請地 芸濃町椋本一ッ谷    、台帳地目・現況地目と

も畑、面積２５２㎡ 外３筆で合計面積１，６６１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、事務所、倉庫及

び駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号７、地区 安濃、受け人     、渡し人     外１名、申請地 

安濃町安濃上大谷    、台帳地目・現況地目とも田、面積６２５㎡ 外６

筆で合計面積２，６０９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人より申請地を譲り受け、資材置場用地と

して    代表取締役     と使用貸借するものです。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

以上件数は７件、合計面積は５，７９２．２３㎡で、その内訳は田     

４，０４２㎡、畑１，７５０．２３㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。これから地元委員

さんのご意見をお伺いいたします。１番、２番、３番、白塚。 

 

青木委員   ５番 青木です。８月６日に旧津市の委員と事務局の立会いのもと、現地確

認をしていただきました。問題ないですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ４番 私です。先ほど１号議案に申請があった土地とのやりとりという事で、

何ら問題はなかろうと思いますので、よろしくお願いいたします。５番、高野

尾。 

 

赤塚委員   ６番 赤塚です。先日、８月６日に旧津市の委員さんと事務局の方と現地確

認いたしまして、何ら問題はないという事で、また始末書も提出されておりま

す事から、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ６番、椋本。 

 

田中委員   １６番 田中です。会長さんをはじめ、事務局の方と、現地確認をしていた

だきました。現況、畑になっており、地元の委員としては問題ございませんの

で、よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ７番、安濃。 

 

中林委員   ２２番 中林。これは    の資材置場という事でございまして、面積が

２，６０９㎡あり、１２日に現地調査を行いましたところ、別に問題点はござ

いません。なお、これは    へ、雨水が放流されることから、    の

自治会長さんの同意書も添付されておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

議  長   ありがとうございました。地元委員さんからは異議のない旨の発言がござい

ました。皆さんいかがなものでございましょうか。 
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部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第３号については、

許可をすることに決定いたします。 

次に議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業

委員会許可・賃貸借権）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １７ページから１８ページをお願いいたします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（農業委員

会許可・賃貸借権）でございます。 

番号１、地区 黒田、借り人     代表取締役    、貸し人    

外６名、申請地 河芸町三行大広    、台帳地目 畑、現況地目 雑種地、

面積１６５㎡ 外１１筆で、合計面積２，７７９㎡です。 

これにつきましては、借り人は、貸し人から申請地を２０年間賃貸し、太陽

光発電施設用地とするものです。 

なお、当該申請地は、以前に土砂採取されて農地ではなくなっております事

から、土地所有者からの始末書が提出されております。このため追認しようと

するものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区 明合、借り人     代表取締役   、貸し人    外

５名、申請地 安濃町栗加北川原    、台帳地目・現況地目とも田、面積  

３，６３０㎡ 外５筆で合計面積１２，７３８㎡。 

これにつきましては、借り人は、貸し人と砂利採取についての契約を締結し、

許可日から平成２６年９月２０日までの間、砂利採取用地として一時転用する

ものです。 

農地区分は、農業振興地域の整備に関する法律の規定による農用地区域内農

地になります。 

以上件数は２件で、合計面積は１５，５１７㎡、その内訳は田が      

１２，８４７㎡、畑が２，６７０㎡でございます。 

いずれの案件につきましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、

許可要件のすべてを満たしていると考えます。以上で説明を終わります。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。地元委員さんのご

意見をお伺いいたします。１番、黒田。 

 

丹羽委員   １３番 丹羽です。山を削った土地で、今雑種地になっていて、面積は   

２，７７９㎡です。会長、部会長さんに現地調査に来ていただきまして、見て

いただきました。問題はないと思いますのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ２番、明合。 

 

中林委員   ２２番 中林です。ただいま、事務局の説明がございましたように、    

が砂利採取を行う一時転用でございます。    は地元業者で、これまでに

も実績があり、非常に誠実な業者でございますので、問題ないと思います。よ

ろしくお願いいたします。 
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議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは異議なしと認め、議案第４号については、

許可をすることに決定たします。 

次に議案第５号 非農地証明願について事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   １９ページをお願いいたします。 

議案第５号 非農地証明願について、でございます。 

番号１、地区 雲林院、願出者     、申請地 芸濃町雲林院北川原 

    、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積４５㎡ 外１筆で、合計面積  

２１５㎡です。 

これにつきましては、昭和４５年月日不詳で、新築の建物登記がされており

ますことから、津市農業委員会非農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の

規定により、当該土地が農地以外に供され２０年以上経過している要件に該当

しております。以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。１番、雲林院。 

 

田中委員   １６番 田中です。私から報告させてもらいます。地元の委員として何ら問

題はございません。よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   地元委員さんからは異議のない旨の発言がございました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは議案第５号については異議なしと認め、証

明することに決定をさせていただきます。 

それでは、次に別冊でお配りしました議案第６号 農業経営基盤強化促進法

第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定について事務局の説明をお願

いいたします。 

 

事 務 局   それでは、議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用

地利用集積計画の決定について、でございます。 

表紙を１枚めくっていただきまして、農用地利用集積計画地区別集計表をご

覧いただきたいと思います。 

まず、各地区別に、下の合計欄でご説明をさせていただきます。 

津地区につきましては、田の賃貸借２，６４８㎡、畑の賃貸借２，４６２㎡

で、契約件数は４件でございます。 

河芸地区につきましては、田の賃貸借３，８２５㎡で、契約件数は１件でご

ざいます。 
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安濃地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借、所有権移転合わせて   

１４，５７１㎡、畑の賃貸借、所有権移転合わせて２，６１５㎡で、契約件数

は４件でございます。 

芸濃地区につきましては、田の使用貸借４，６１４㎡、畑の使用貸借    

２，８４８㎡で、契約件数は２件でございます。 

美里地区につきましては、田の賃貸借２，００７㎡で、契約件数は１件でご

ざいます。 

香良洲地区につきましては、今回、集積はございませんでした。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借と使用貸借、所有権移転を合わせて     

２７，６６５㎡、畑の集積が、賃貸借と使用貸借、所有権移転を合わせて   

７，９２５㎡で、合計契約件数は１２件、合計面積は３５，５９０㎡となって

おります。 

次に認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は、津地区１件、安濃地区１件、美里地区１件

でございます。 

合計で、契約件数が３件、面積は１２，５４０㎡です。 

なお、今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経

営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。皆さんいかがでご

ざいましょうか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   ありがとうございます。それでは、異議なしというお返事をいただきました

ので、議案第６号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用

集積計画の決定については適正であると認め、市長に進達することにいたしま

す。以上で、本部会に付議されました案件の審議はすべて終了いたしました。 

以上で第８回第１農地部会を終了いたします。 

 

 

 

午前１０時４３分 

 

 

上記は、第８回第１農地部会の議事を録したものである。 

 

平成２５年 ８月２１日 

 

 

                        議  長 

  
                        出席委員 

 

                        出席委員 


